
長崎大学における内部統制システムを推進するための体制図
○内部統制を整備する目的（達成すべき４つの目的）

①業務の有効性及び効率性，②事業活動に関わる法令等の遵守，③資産の保全，④財務報告等の信頼性
○目的を達成するために必要とされる内部統制の構成（構成する６つの要素）

①統制環境，②リスクの評価と対応，③統制活動，④情報と伝達，⑤モニタリング，⑥ICTへの対応
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